
各高等学校長様 
同バドミントン部顧問様                                        横高体バド発第 017号 

令和 7年 11月 1日 
 

横浜地区高等学校体育連盟 
会 長 瀬 尾 一 幸 

同バドミントン専門委員長 
清 水 啓 介 
公 印 省 略 

横浜地区高体連冬季バドミントン大会  
 

組合せ会議・臨時顧問総会 及び代表者会議の開催について 
 
 令和６年度横浜地区高体連冬季バドミントン大会、組合せ会議、臨時顧問総会及び代表者会議を下記の通り
開催いたしますので、貴校生徒ならびに顧問の派遣につきまして、格別のご配慮をお願いいたします。 

 

記 
 
１．主   催     横浜地区高体連バドミントン専門部 
 
 
２．大会目的 関東大会予選の研修 および 部員全員が参加可能な大会の実施 を目的とする。 

 
 
 ３．日時・種目   令和 8年 1月 10日（土）8:30  男女ダブルス 

令和 8年 1月 11日（日）8:30  男女シングルス 
令和 8年 1月 18日（日）8:30  男女学校対抗（ベスト12まで） 
令和 8年 1月 25日（日）8:30  男女学校対抗（ベスト12以上） 
令和 8年 2月  1日（日）予備日 

 
＊開場時間は各会場とも試合開始の30分前 

            ＊初回戦のオーダー提出は試合開始20分前 
                      

    ４．会  場   1月 7日（水）の代表者会議（15時～横浜富士見丘学園高校・4F小講堂）で 
各校に連絡いたします。 

 
 ５．競技規則    （財）日本バドミントン協会競技規則ならびに大会運営規定による。 
 

  ６．競技方法    ＜個 人 戦＞ 
          ア）男女シングルス、男女ダブルスともブロック別とし、３位決定戦は行わない。 

３位まで表彰を行う。 
 

＜学校対抗戦＞ 
イ）２複１単によるトーナメント方式 
 
《予選トーナメント》 
ウ）初回戦のみ第2ダブルスまで行う。なお勝敗が決定している際の第2ダブルスに限り、

対戦校顧問の了承を得てメンバー変更を認める。 
エ）男子は各ブロック上位3チーム，女子は上位4チームが学校対抗最終日に進む。 
オ）各ブロック予選については１５ポイント３ゲームマッチで行う。 

ただし，８点でのインターバルは行わない。(最終決定は組み合わせ会議で行う。) 
《ベスト１２以上》 
カ）敗者復活戦を行い、３位決定戦・５位決定戦を行う。５位まで表彰を行う。 

 
 ６．参加資格    横浜市内の高体連加盟校及び神奈川朝鮮学校の１・２年生（定時制は３年生も可） 
 
 ７．参加制限    

ア）学校対抗戦   男女各５チームまで（１チーム5～7名） 
イ）シングルス   男女各５名まで 

         ウ）ダブルス    男女各６組まで 
 

         ＊１人の生徒は、学校対抗戦・シングルス・ダブルスのいずれか１種目にしか 
参加できません。 
 

   ＊団体が編成できる場合，最低1チームは編成するようご協力ください。 
 

なお、申込みに間違いがあった場合は、組み合わせ会議で調整しますのでご了承ください。 
 
        ＊現状の制限人数で参加・登録できない生徒がいる（チーム数を増やすなど） 

場合は，予め富士見丘・清水までご連絡ください。 



 ８. 参加申込 
               複数のチームが参加する場合は、Aチームから校内ランキング順に記入してください。 
                

         個人戦も校内ランキング順に記入してください。 
 

大会不参加の場合も各地区申し込み先まで別紙「参加辞退届」にてご連絡ください。 
 
 ９．参 加 料   

＜学校対抗＞   男女各１チーム  ５,０００円  
                              

＊男女それぞれ1 チーム目は５,０００円。2 チーム目からは 1 チームにつき 
シャトル（検定球:2種以上）を 4 個試合当日に提出してください。 

              
＜個 人 戦＞  １人・１組        １０００円 

                           

          ●振込先  横浜銀行 横浜駅前支店  
店番号 ３８３ 口座番号（普通）６１６３８９４ 
横浜地区高体連バドミントン専門部 

 
                      

＊振込人の名義に必ず学校名を入れてください。（「神奈川県立」は省略） 
              

＊領収書の写しを申込用紙の裏面に貼付してください。 
 

              （申込用紙に領収書の写しが貼付できない場合は、県立旭の富田または横浜富士
見丘学園高校の清水までご一報ください。また、組み合わせ会議当日までに入
金がない場合はいかなる場合も試合の参加を認めません。） 

 
１０. 参加申込先    
 

●横浜北地区   
          〒221-0862   神奈川区三枚町３６４－１ 県立城郷高等学校 林田 啓之 
 

●横浜中地区   
          〒241-0806    旭区下川井町２２４７   県立旭高等学校  國島 嘉子 
              

●横浜南地区   
〒236-0027   金沢区瀬戸２２−１   市立金沢高等学校  梅島 崚 

 
１１．申し込み締め切り        

令和 7 年 12 月 3 日 （水） 必着のこと 
 
１２. 臨時顧問総会及び組み合わせ会議 

12 月 10 日（水）14：00 ～横浜富士見丘学園高校・4Ｆ小講堂にて行う。 
顧問の先生方はご出席ください。 

  
             新人戦の結果及び地区のバランスを考慮し、8 シードまでとることとする。 
             競技方法の詳細は、この会議で決定する。 
 
１３. 顧問の引率     顧問の引率をお願いします。顧問の引率がない場合、試合は行えません。 
 
１４. 問い合わせ先   
                北地区 林田 啓之 （県立城郷高等学校）      ℡ ３８２－５２５６ 
                中地区 國島 嘉子 （県立旭高等学校）       ℡ ９５３－３３０１ 
                南地区 梅島 峻  （市立金沢高等学校）      ℡ ７８１－５７６１ 
 
１５. 学校対抗メンバー変更  

                           試合当日の受付時までは考慮します。ただし、病気・怪我等の予測できない理由に限 
                 限ります。また、個人戦に参加した生徒への変更は出来ません。 

理由を明記し顧問の印鑑を押して、8 時 10 分までに本部に提出してください。 
事情により本部で判断いたします。 
できるだけ事前に各地区競技委員に連絡を取ってください。 

 
１６.代表者会議・メンバー変更 
              1 月 7 日（水）15時～ 横浜富士見丘学園高校 4Ｆ小講堂 
            ＊必ず各校 1 名は参加してください。 
            ＊メンバー変更の手続きは14:30～15:00まで受け付けます。 
 
 
 



横高体バド発第 018 号  
                                                             令和 7 年 11 月 1 日  

各高等学校長殿  

                                              横浜地区高等学校体育連盟  
                                              会 長 瀬 尾 一 幸  

                                              同バドミントン専門委員長  

                                                        清 水 啓 介  

                                                    公 印 省 略  

 

 

顧問総会（及び組合せ会議）の開催について  

 

 

このことにつきまして、下記のとおり開催いたしますので貴校バドミントン部顧問  

  

           殿のご派遣につきまして格別のご配慮をお願い申し上げます。  

 

記  

 

１．会 議 名   

 

              令和 7 年度 横浜地区高体連冬季バドミントン大会組合せ会議  

 

２．会議日時・会場  

 

                    令和 7 年 12 月 10 日（水） 14 時より  

 

                    横浜富士見丘学園高等学校   4 階小講堂  

 

３．内   容     ① 冬季大会の日程・試合方法について  

 

② 次年度以降の大会日程について  

          

              ③ 組合せ会議  

 

              ④ その他  

 

 

 

 

 

 

※派遣旅費につきましては、当方では負担できませんのでご容赦ください。  
 


